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第 1節 明治・昭和の大合併

り
、
市
町
村
の
事
務
は
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。

大昭

合和

併の

な
っ
た
。

明
治
政
府
は
、
主
に
近
代
国
家
と
し
て
の
行
政
能
力
の
整
備
を
図
る
目
的
で
市
制
•
町
村
制
を
施
行
す
る
こ
と
と

し
、
町
村
の
規
模
を
三
0
0
戸
な
い
し
五

0
0
戸
を
標
準
と
す
る
「
町
村
合
併
標
準
」
を
示
し
て
、
江
戸
期
の
集

落
を
引
き
継
い
で
い
た
当
時
の
町
村
の
合
併
を
進
め
た
。
い
わ
ゆ
る
「
明
治
の
大
合
併
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
明
治
二
十

一
年

（一

八
八
八
）
に
は
日
本
全
国
で
七
万

一
、
三
一

四
あ
っ
た
町
村
が
、
翌
二
十
二
年
に
は
約
五
分
の

一
の

一
万
五
、
八
五
九
市
町
村
に

な
っ
た
。
富
山
県
で
は
、

二
、
七
ニ―

あ
っ
た
町
村
が
、
約

一
0
分
の

一
の
二
七

―
市
町
村
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
昭
和
の
前
半
ま
で
は
、
資
本
主
義
の
発
達
や
大
正
十
二
年

（一

九
三
二
）

の
郡
制
廃
止
に
よ
る
町
村
規
模
の
拡
大
、
都

市
の
膨
張
な
ど
の
動
き
を
踏
ま
え
て
市
町
村
合
併
は
緩
や
か
に
進
展
し
た
。
富
山
県
で
も
、
町
村
の
合
体
合
併
や
、
富
山

・
高
岡
両

市
へ
の
編
入
合
併
な
ど
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
十
七
年
（

一
九
四
二）

ま
で
に
は
五
四
町
村
が
減
少
し
て
ニ―

四
市
町
村
と

終
戦
後
、
地
方
自
治
制
度
の
発
足
に
伴
い
、
行
政
事
務
は
で
き
る
限
り
地
方
公
共
団
体
、
特
に
市
町
村
に
優
先
的

に
配
分
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
義
務
教
育
や
社
会
福
祉
、
保
健
衛
生
等
の
事
務
を
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
に
な

一
方
、
当
時
の
町
村
の
中
に
は
著
し
く
規
模
が
小
さ
く
、
行
財
政
能
力
に
乏
し
い
も

の
が
多
か
っ
た
た
め
、
事
務
の
処
理
態
勢
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、

ま
た
、
新
た
な
事
務
の
受
け
入
れ
に
伴
う
事
務
経
費

の
増
大
に
よ
り
、
市
町
村
の
財
政
が
危
機
的
な
状
況
に
陥
っ
た
こ
と
な
ど
を
背
景
に
、
議
員
立
法
で
昭
和
二
十
八
年

(-
九
五
三）

九
月
に
「
町
村
合
併
促
進
法
」
が
成
立
し
、
同
年
十
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
三
年
間
の
時
限
法
で
、
そ
の
期
間
内
に
お

戦

前

の

市
町
村
合
併
第
一

節
明
治
・
昭
和
の
大
合
併
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第9i";'t 利賀村から南砺市へ

表9-1 市町村数の推移

区分
全 国 富山県

市 町 村 合計 市 町 村 合計

明治21(1888)年12月 71,314 71,314 269 2,452 2, 721 

22 (1889)年12月 39 15,820 15,859 2 31 238 271 

大正11(1922)年 91 1,242 10,982 12,315 2 32 236 270 

昭和20(1945)年10月 205 1,784 8,511 10,520 2 29 183 214 

28 (1953)年10月 286 1,966 7,616 9,868 5 28 118 151 

31 (1956)年4月 495 1,870 2,303 4,668 8 25 20 53 

36 (1961)年6月 556 1,935 981 3,472 8 23 ， 40 
40 (1965)年4月 560 2,005 827 3,392 ， 20 ， 38 
45 (1970)年4月 564 2,027 689 3,280 ， 18 8 35 

平成14(2003)年4月 677 1,961 552 3,190 ， 18 8 35 
（窮山県市町村課賓料よ り）

注1.明治22年4月、市制町村制施行。

2.昭和22年8月、地方自治法施行。

3.昭和28年10月、町村合併促進法が施行 （昭和31年9月失効）。

4. 昭和31年6月、新市町村建設促進法施行。

5.昭和36年6月、新市町村建設促進法一部失効。

6.昭和40年4月、市町村の合併の特例に関する法施行。

7.特別区を除く。

昭
和
四
十
年
以

降
の
合
併
状
況

「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

昭
和
四
十
年

（
一
九
六
五
）

四
月
に
は

は
、
「
昭
和
の
大
合
併
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
、
昭
和
二
十
八
年
こ
ろ
か
ら
の
市
町
村
合
併
の
動
き

二
市
町
村
、
富
山
県
で
は
四

0
市
町
村
と
な
っ
て
い
る
。

一
部
失
効
し
た
同
三
十
六
年
六
月
に
は
全
国
で
三
、
四
七

進
の
取
り
組
み
は
継
続
さ
れ
、
新
市
町
村
建
設
促
進
法
が

進
法
」
が
施
行
さ
れ
る
な
ど
、
引
き
続
き
市
町
村
合
併
推

)
の
後
も
、
同
三
十

一
年
六
月
に
「
新
市
町
村
建
設
促

二
分
の

一
に
な
っ
た
。

五

―
市
町
村
か
ら
五
三
市
町
村
と
な
り
、
市
町
村
数
は
約

し
て
三
、
九
七
五
市
町
村
と
な
っ
た
。
富
山
県
で
も
、

の
失
効
す
る
同
三
十

一
年
九
月
末
に
は
お
よ
そ
六
割
減
少

国
で
九
、
八
六
八
あ
っ
た
市
町
村
が
、
町
村
合
併
促
進
法

に
い
ろ
い
ろ
な
取
り
組
み
を
行
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
全

さ
れ
お
り
、
国
や
都
道
府
県
も
市
町
村
合
併
推
進
の
た
め

口
八
、

0
0
0
人
以
上
と
す
る
こ
と
な
ど
が
主
な
内
容
と

お
む
ね
町
村
数
を
三
分
の

一
に
、
町
村
の
適
正
規
模
を
人
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第 1節 明治・昭和の大合併

律

（以
下

「合
併
特
例
法
」
と
い
う
）」
が
施
行
さ
れ
、
自
主
的
な
市
町
村
合
併
に
対
す
る
支
援
措
置
等
が
規
定
さ
れ
た
が
、
地
方
自

治
制
度
の
安
定
と
と
も
に
、
市
町
村
合
併
の
動
き
は
極
め
て
緩
や
か
に
な
っ
た
。
同
四
十
五
年
か
ら
平
成
十
二
年
（
二

0
0
0
)
ま

で
の
三
0
年
の
間
に
、
全
国
の
市
町
村
数
は
三
、
二
八
0
か
ら
三
、
ニ
ニ
九
へ
と
五

―
市
町
村
が
減
少
し
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は

富
山
県
で
は
、
昭
和
四
十
一
年
五
月
に
水
橋
町
の
富
山
市
へ
の
編
入
合
併
が
あ
り
、
こ
れ
以
降
平
成
十
六
年
ま
で
三
四
年
間
は
市

ち
な
み
に
、
昭
和
二
十
年
十
月
を
基
準
と
し
た
市
町
村
数
の
減
少
状
況
で
は
、
富
山
県
は
全
国
第

一
位

（ニ―

四
市
町
村
↓
三
五
市

一
六
•
四
習
）
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
富
山
県
の
市
町
村
数
三
五
は
、
福
井
県
と
並
ん
で
全
国
最
少
に
な
っ
て
い
る
。

「戦
前
の
市
町
村
合
併
」
か
ら

「昭
和
四
十
年
以
降
の
合
併
状
況
」
ま
で
は
「
宮
山
県
市
町
村
課
賓
料
」
に
よ

っ
た
。

加
賀
藩
時
代
、
五
箇
山
に
は
、
七

0
の
村
が
あ
っ
た
。
明
治
維
新
以
後
、
こ
れ
ら
の
村
は
数
次
の
変
遷
を
経
て
、

明
治
十
二
年

(-
八
七
九
）
に
「
下
梨
村
外
四
十
三
ヶ
村
戸
長
役
場
」
と
「
下
原
村
外
二
十
五
ヶ
村
戸
長
役
場
」
の

同
二
十
二
年
に
町
村
制
が
施
行
さ
れ
る
と
、
五
箇
山
は
利
賀

•

平
・

上
平
村
の
三
村
と
な
っ
た
。

う
ち

利
賀
村
に
属
し
た
の
は
、

下
原
村
外
二
十
五
ヶ
村
戸
長
役
場
の
管
轄
区
域
と
同
じ
二
六
ヵ
村
、
す
な
わ
ち
利
賀
川
沿
い
の

一
七
ヵ
村

（水
無

・
大
勘
場

・
阿
別

当

•

坂
上
・
上
畠
・
細
島
・
北
島
・
岩
渕

•

利
双

・

下
島
・
南
大
豆
谷
・
北
大
豆
谷
・
押
場

・

草
嶺

・

高
沼
・
九
里
ヶ
当

・

仙
納
原
）、
百
瀬
川
沿

い
の
ニ
ヵ
村
（
上
百瀬
川
・
下
百
瀬

川
）、
庄
川
沿
い
の
七
ヵ
村

（
大牧
・
重
倉

•

長
崎
・
北
原

・

新
山

・

栃
原
・
下
原
）
で
あ
っ
た
。

町
村
制
施
行
直
後
の
明
治
二
十
二
年
に
は
、
早
く
も
口
山
地
区
か
ら
分
村
の
運
動
が
起
こ
り

(-五パー）
、
さ
ら
に
小
牧
ダ
ム
築
造

に
か
ら
ん
で
昭
和
五
年
に
も
同
様
の
動
き
が
あ
っ
た

(-
四
ニハー）。

ま
た
、
終
戦
後
も
同
三
十

一
年
に
合
併
が
検
討
さ
れ
た
の
で
あ

管
轄
区
域
と
な
っ
た
（
八
が
ー
）
。

利
賀
村
と

合
併
問
題

注
町
村
、
町
村
合
併
が
な
か

っ
た
。

市
へ
の
編
入
合
併
や
合
併
に
よ
る
市
制
移
行
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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第9章 利双村から南砺市へ

地
方
分
権
一
括
法

と
行
政
改
革
大
綱
第
二
節

平
村
・
上
平
村

•

井
口
村

・

利
釘
村
の
九
町
村
で
あ
る
。

一
、
0
0

る
が

（三
七
五
がー）、
結
局
は
合
併
も
分
村
も
な

<
-
0
0年
以
上
経
過
し
て
今
日
に
至
っ
た
。
な
お
、
富
山
県
内
で
明
治
二
十
二
年

以
降
、
現
在
ま
で
に

一
度
も
合
併

・
分
村
の
な
か
っ
た
町
村
は
、
舟
橋
村
・
山
田
村

・
細
入
村

・
下
村
・
大
島
町

（元
、
大
島
村
）
．

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
地
方
分
権

（中
央
集
権
の
反
対
語
）
を
推
進
す
る
た
め
に
、
地
方
自
治
法
な
ど
四
七
五
の
法
律
を

一
括
改
正
し
た

も
の
で
あ
る
。
同
法
に
よ
り
、
従
来
国
の
権
限
で
行
わ
れ
て
い
た
事
務
が
大
幅
に
県
や
市
町
村
に
委
譲
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
市
町

村
の
権
限
が
高
ま
っ
た
反
面
、
よ
り
大
き
な
箕
任
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
地
方
分
権
を
推
進
し
、

①
少
子

・
高
齢
化
の
進
展
、

②
多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
、

③
生
活
圏
の
広
域
化
、

④
効
率
性
の
向
上
、
な
ど
に
対
応
し
、
行
財
政
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
の
手
法
と
し
て
市
町
村
合
併
が
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。

平
成
の
大
合
併

平
成
十

一
年
七
月
八
日
、

地
方
分
権

一
括
法

（正
式
に
は
「
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
」
）
が
国
会
で
成
立
、
七
月
十
六
日
に
公
布
さ
れ
、
翌
十
二
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と

さ
ら
に
、
平
成
十
二
年
十
二
月

一
日
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
行
政
改
革
大
綱
」
で
は
、
市
町
村
合
併
後
の
自
治
体
数
を
、

0
を
目
標
と
す
る
与
党
合
意
を
受
け
て
、
合
併
の
た
め
の
財
政
支
援
措
慨
を
拡
充
す
る
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
市
町
村
で
も
合
併
問
題
へ
の
取
り
組
み
が
少
し
ず
つ
本
格
化
し
て
い
っ
た
。
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第2節

表 9-2

平成の大合併

段階補正係数（商工行政費、平成 9年度）

人口

段階補正係数

1,000 

8.148 

4,000 

3.558 

8, 000 | 12, 000 | 30, 000 | 10, 000 
2. 8171 2. 5931 1. 6571 1. 000 

9

8

7

6

5

4

3

2

 

段
階
補
正
係
数

゜゚
図9-1

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 
人口（人）

段階補正係数（商工行政代、平成 9年）

交
付
税
の
見
直

し
と
特
例
措
置

が
っ
て
交
付
税
額
が
減
少
す
る
。
そ
こ
で
、
合
併
後

一
0
年
間
は
合

さ
て
、
合
併
に
よ
っ
て
人
口
が
増
大
す
る
と
、
補
正
係
数
が
下

る
。
万
人
以
上
か
ら
は
緩
や
か
に
下
降
し
て
一

0
万
人
で

一
・
O
と
な

図
9
_
1
の
と
お
り
、
人
口
の
増
大
と
と
も
に
急
激
に
減
少
し
、

さ
れ
る
（
補
正
係
数
八
・

一
四
八
）
。
補
正
係
数
は
、
表
9ー

2
お
よ
び

万
人
の
自
治
体
（
標
準
団
体
）
の
八

・
一
四
八
倍
の
経
喪
が
必
要
と

商
工
行
政
費
で
み
る
と
、
人
ロ

一
、
0
0
0
人
の
自
治
体
で
は
一
〇

地
方
交
付
税
を
配
分
す
る
し
く
み
で
あ
る
。
例
え
ば
平
成
九
年
度
の

当
た
り
の
経
代
が
割
高
に
な
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
自
治
体
に
手
厚
く

行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
人
口
規
模
の
少
な
い
自
治
体
ほ
ど
人
ロ

一
人

ま
た
、
地
方
交
付
税
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
「
段
階
補
正
」
が

国
は
、
市
町
村
の
合
併
を
促
進
す
る
た
め
、
昭
和
四
十
年
制
定
の
合
併
特
例
法
に
平
成
十

一
年
七
月
か
ら
数
次

の
改
正
を
加
え
て
い
っ
た
。
主
な
も
の
は
地
方
交
付
税
額
の
符
定
特
例
措
置
と
合
併
特
例
債
の
創
設
で
あ
る
。

第
六
章
で
も
述
べ
た
が
、
戦
後
の
日
本
の
地
方
自
治
の
推
進
の
上
で
、
地
方
交
付
税
制
度
は
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た

（四
二
0
ハー）。

多
く
の
県
や
市
町
村
で
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
お
う
と
し
て
も
、
税
金
な
ど
の
収
入
（
自
主
財
源
）
だ
け
で
は
財
源

が
不
足
す
る
。
そ
の
た
め
、
所
得
税
・
酒
税

・
消
喪
税
な
ど
、
国
が
集
め
た
税
金
（
国
税
）
の

一
定
割
合
を
再
配
分

し
、
こ
の
不
足
を
補
う
た
め
に
県
や
市
町
村
に
必
要
な
財
派
を
保
障
す
る
の
が
地
方
交
付
税
で
あ
る
。
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第 9章 利沢村から南砺市へ

砺
波
地
域
合
併
に

関
す
る
研
究
会

併
し
な
か
っ
た
と
仮
定
し
て
、
毎
年
算
定
し
た
地
方
交
付
税
額
を
全
額
保
障
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
五
年
間
は
段
階
的
に
引
き
下
げ
て

急
激
な
財
源
の
減
少
を
防
ぐ
、
と
い
う
の
が
地
方
交
付
税
の
額
の
符
定
特
例
措
置
で
あ
る
。

合
併
特
例
偵
は
、
合
併
に
伴
い
必
要
と
な

っ
た
事
業
経
喪
の
う
ち
九
五
5

臼
に
特
例
地
方
債
を
充
当
し
、
元
利
償
還
金
の
七
〇
習
を

普
通
交
付
税
基
準
財
政
需
要
額
に
符
入
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
事
業
経
喪
一
低
円
と
す
れ
ば
、
特
例
地
方
債
（
す
な
わ
ち
市

町
村
の
借
入
金
で
あ
る
）
充
当
額
は
九
、
五

0
0
万
円
と
な
る
。
こ
の
う
ち
七
〇
ぢ
の
六
、
六
五

0
万
円
に
つ
い
て
普
通
交
付
税
措
置

が
あ
る
の
で
、
合
併
市
町
村
の
実
質
的
な
負
担
額
は
お
よ
そ
三
分
の

一
の
三
、
三
五
0
万
円
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
特
例
措
置
が
適
用
さ
れ
る
に
は
平
成
十
七
年
三
月
末
ま
で
に
合
併
す
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
た
（
そ
の
後
、
法

改
正
に
よ
り
平
成
十
七
年
三
月
ま
で
に
知
事
に
合
併
申
請
し
平
成
十
八
年
三
月
ま
で
に
合
併
し
た
も
の
）。
そ
し
て
、
合
併
の
前
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
協
議
や
調
整
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
併
す
る
場
合
に
は
で
き
る
限
り
速
や
か
に
そ
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

第
三
節

砺
波
地
域
の
合
併
取
り
組
み

平
成
十
三
年
三
月
、
富
山
県
は
市
町
村
助
役
な
ど
で
構
成
す
る
「
市
町
村
広
域
行
政
等
研
究
会
」
が
取
り
ま
と
め

た

―一

の
合
併
パ
タ
ー
ン
例
を
も
と
に
、
富
山
県
市
町
村
合
併
支
援
要
綱
を
発
表
し
た
。
こ
の
う
ち
、
利
賀
村
が

関
係
す
る
合
併
パ
タ
ー
ン
例
は
、
砺
波
広
域
圏

一
0
市
町
村
と
、
こ
れ
に
小
矢
部
市

・
福
岡
町
を
加
え
た

―
二
市
町
村
の

二
案
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
小
矢
部
市

・
福
岡
町
に
関
し
て
は
、
高
岡
広
域
圏
を
中
心
と
す
る
ほ
か
の
二
案
も
示
さ
れ
て
い
た
。

富
山
県
市
町

村
合
併
試
案

砺
波
地
域
で
は
、
平
成
十
三
年
度
に
「
砺
波
地
域
合
併
に
関
す
る
研
究
会
」
が
組
織
さ
れ
、
五
月
二
十
三
日

に
第

一
回
目
の
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
同
会
は
、
砺
波
地
域

―
二
市
町
村
の
総
務
課
長
と
事
務
担
当
者
を
委
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図9-2 砺波地域市町村図

さ
れ
て
い
っ
た
。

か
ら
合
併
問
題
が
検
討

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点

「
利
賀
村
合
併
に
関
す

同
研
究
会
で
は
、
富
山
県
市
町
村
合
併
パ
タ
ー
ン
例
を
も
と
に
、
市
町
村
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
基
礎
的
デ
ー
タ
を
梨
め
、
合
併
に
関

す
る
懸
念
事
項
と
対
応
策
な
ど
を
探
り
、
同
年
十

一
月
十
三
日
に
中
間
報
告
書
、
翌
十
四
年
二
月
十
五
日
に
報
告
書
・
査
料
編
を
提

一
方
、
利
賀
村
で
も
、
合
併
問
題
の
検
討
が
本
格
化
し
て
い
っ
た
。
役
場
総
務
課
で
は
、
平
成
十
三
年
八
月
か
ら

「市
町
村
合
併
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
」
と
題
す
る
八
頁
の
パ
ン
フ

ま
た
、
平
成
十
三
年

課
の
課
長
代
理
級
で

る
研
究
会
」
を
組
織

八
月
か
ら
は
、
役
場
各

検
討
を
呼
び
掛
け
た
。

を
公
開
す
る
と
と
も
に

発
行
し
、
住
民
に
情
報

レ
ッ
ト
を
シ
リ
ー
ズ
で

利
賀
村
の

取

り

組

み

翌
十
四
年
三
月
ま
で
六
回
に
わ
た
っ
て

出
し
た
。

貝
と
す
る
も
の
で
、
砺
波
広
域
圏
事
務
組
合
が
事
務
局
と
な

っ
た
。
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第9章 利賀村から南砺市へ

な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
地
方
に
対
す
る
国
の
財
政
措
置
へ
の
見
通
し
が
不
透
明
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
各
市
町
村
の
思
い
に
は

同
年
九
月
二
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
五
回
目
の
会
議
の
後
、
野
村
会
長
は
「
今
後
、
首
長
同
士
で
決
め
ら
れ
る
枠
組
み
の
合
意
が

で
き
る
ま
で
、
議
論
を
す
る
材
料
は
な
い
」
（
「
北
日
本
新
聞
」
平
成
十
四
年
九
月
二
十
八
日
付
け
）
と
発
表
し
て
、
準
備
会
で
の
検
討
が

事
実
上
終
了
し
た
こ
と
を
示
唆
し
た
。

温
度
差
が
あ
り
、
全
体
で
の
合
併
合
意
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

表9-3 砺波地域市町村の人ロ ・世帯数等一党

平成 7年国勢調査 一部事務組合加入状況

区分
砺波広域 砺波地方

人口 世帯数 圏事務組 介護保険

人 世帯 合 組合

砺波市 38,531 10,083 

゜゜城端町 10,603 2,842 

゜゜平村 1,620 518 

゜゜上平村 1,016 357 

゜゜利烈村 1,161 440 

゜゜庄川町 7,387 1,977 

゜゜井波町 10,929 2,899 

゜゜井口村 1,359 309 

゜゜福野町 15,044 3,892 

゜゜福光町 21,233 5,748 

゜゜計 108,883 29,065 

小矢部市 35,785 9,111 

゜福岡町 13,220 3,426 

゜計 49,005 12,537 

合計 157,888 41,602 10市町村 12市町村

報
告
を
も
と
に
協
議
が
も
た
れ
、
合
併
に
関
す
る
検
討
が

同
準
備
会
で
は
、
砺
波
地
域
合
併
に
関
す
る
研
究
会
の

が
会
長
に
選
任
さ
れ
た
。

助
役
を
退
任
し
た
の
で
、
後
任
の
砺
波
市
助
役
野
村
泰
則

長
に
選
任
さ
れ
た
。
な
お
、
同
年
七
月
、
今
井
が
砺
波
市

市
町
村
か
ら
助
役
が
出
席
し
、
砺
波
市
助
役
今
井
烈
が
会

目
の
会
合
で
は
、
呼
び
か
け
に
応
じ
て
砺
波
地
域
の

す
る
「
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
協
議
会
準
備
会
」
が
発
足

し
た
。
同
月
二
日
に
砺
波
市
役
所
で
開
催
さ
れ
た
第

一
回

議
を
終
え
、
翌
十
四
年
四
月
に
は
市
町
村
の
助
役
で
組
織

砺
波
地
域
市
町
村

合
併
協
議
会
準
備
会

会
は
、
平
成
十
三
年
度
中
で
協

砺
波
地
域
合
併
に
関
す
る
研
究
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第 3節 砺波地域の合併取り組み

利
賀
村
長
米
澤
博
孝
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
の
議
会
で
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
「
人
口
の
少
な
い
町
村
は
必
要
な
い
と
い
う
弱

者
切
り
捨
て
の
論
理
だ
。
森
林
の
広
域
的
機
能
は
国
土
の
根
幹
で
あ
り
、
合
併
し
た
場
合
、
誰
が
守
る
の
か
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得

な
い
」
と
し
て
合
併
に
疑
念
を
抱
き
な
が
ら
も
「
合
併
協
議
会
に
は
参
加
し
、
推
移
を
見
極
め
た
い
。
合
併
す
る
か
し
な
い
か
の
ど

ち
ら
を
選
択
す
る
に
せ
よ
、
協
議
会
の
内
容
を
村
民
に
伝
え
、
意
見
を
十
分
に
聴
い
て
判
断
し
た
い
。
」
と
発
言
し
て
い
た

（「
村
会

議
事
録
」）。

こ
の
よ
う
な
思
惑
の
違
い
は
あ
っ
た
も
の
の
、

小
矢
部
市

・
福
岡
町
以
外
の

一
0
市
町
村
に
関
し
て
は
、
す
で
に
昭
和
四
十
五
年

か
ら
砺
波
広
域
圏
事
務
組
合
を
結
成
し
て
事
務
を
共
同
で
処
理
す
る
な
ど
結
び
付
き
が
強
か
っ
た
た
め
、
砺
波
市
長
を
除
け
ば
「
合

五
日
付
け
）。

例
え
ば
砺
波
市
長
安
念
鉄
夫
は
、
前
年
十
二
月
に
再
選
を
果
た
し
た
と
き
の
新
聞
社
の
取
材
で
「
砺
波
広
域
圏
十
市
町
村
を
対
象

に
考
え
て
も
、
全
市
町
村
か
ら
条
件
が
付
く
と
予
想
さ
れ
、
難
し
い
問
題
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
、

「兄
貴

（砺
波
市
）
が
行
財
政
を
カ

バ
ー
し
て
く
れ
j
と
言
わ
れ
て
も
市
民
が
納
得
し
な
い
。
自
ら
治
め
る
こ
と
が
自
治
の
基
本
だ
が
、
五
箇
山
ま
で
治
め
る
の
は
難
し

い
。
」
（「｛
＂
口
山
新
聞

」
平
成
十
三
年
十
二
月
十
七
日
付
け
）
と
発
言
し
、
さ
ら
に
、
隣
接
し
て
い
る
庄
川
町
に
つ
い
て
「
藤
森
栄
次
町
長

も
前
向
き
だ
」
と
し
て
庄
川
町
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
て
い
く
考
え
を
示
し
て
い
た

（「富
山
新
聞
」
平
成
十
三
年
十
二
月
十
九
日
付

庄
川
町
長
藤
森
栄
次
は
、
砺
波
市
長
も
語

っ
た
と
お
り
合
併
に
積
極
的
で
、
平
成
十
四
年
二
月
に
は
「
人
ロ

一
0
万
人
規
模
が
必

要
」
「
例
え
国
か
ら
の
支
援
が
な
く
て
も
合
併
を
考
え
る
時
だ
」
と
す
る
考
え
を
示
し
て
い
た

（「
北
日
本
新
聞
」
平
成
十
四
年
二
月
十

ナ
）。
，
 市

町
村
長
の

思

惑

準
備
会
発
足
の
平
成
十
四
年
四
月
の
段
階
で
は
、
合
併
す
る
か
し
な
い
か
、
ま
た
、
す
る
と
す
れ
ば
ど
ん
な
枠
組

み
が
最
適
か
を
探
る
た
め
に
同
準
備
会
に
参
加
し
て
お
り
、
各
市
町
村
長
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
が
あ

っ
た
。
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新
聞
」
平
成
十
四
年
九
月
十
四
日
付
け
）
。

明
に
な
っ
て
い
っ
た
。

と
も
あ
り
、
両
市
長

・
町
長
は
、

一
七
三
究
）
。

併
す
る
と
す
れ
ば
砺
波
広
域
圏
内
が
ま
ず
基
本
で
あ
り
、
最
小
限
の
単
位
」
と
す
る
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。

一
方
、
小
矢
部
市

・
福
岡
町
の
方
は
、
平
成
十

一
年
に
発
足
し
た
砺
波
地
方
介
護
保
険
組
合
な
ど
に
よ
っ
て
砺
波
広
域
圏

一
0
市

町
村
と
の
共
同
事
務
処
理
が
始
ま
っ
て
い
た
が
、
ま
だ
歴
史
が
浅
か
っ
た
こ
と
や
、
県
か
ら
別
の
パ
タ
ー
ン
例
が
示
さ
れ
て
い
た
こ

―二
市
町
村
で
の
合
併
を
い
く
つ
か
の
選
択
肢
の

一
っ
と
と
ら
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
両
市
町

同
士
で
の
合
併
や
高
岡
市
と
の
合
併
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
な
ど
、
砺
波
広
域
圏
内
の
町
村
と
は
若
千
の
距
離
を
置
い
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
協
議
が
進
む
に
つ
れ
て
そ
の
距
離
は
次
第
に
広
が
り
、
最
終
的
に
両
市
町
は
独
自
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
平
成
十
四
年
九
月
に
は
、
関
係
市
町
村
の
議
会
で
合
併
に
関
す
る
質
疑
が
相
次
ぎ
、
各
市
町
村
長
の
考
え
が
次
第
に
鮮

砺
波
市
長
は
、
前
年
十
二
月
の
見
解
表
明
以
後
は
発
言
を
控
え
、
準
備
会
で
の
協
議
を
見
守
っ
て
い
た
が
、
平
成
十
四
年
九
月
十

一
日
の
市
議
会
本
会
議
で
「

一
0
な
い
し

―二
市
町
村
の
合
併
は
困
難
」
と
す
る
従
来
の
認
識
を
改
め
て
表
明
す
る
と
と
も
に
「
新

市
の
名
称
は
砺
波
市
が
望
ま
し
い
」
「
合
併
方
式
は
新
設

・
対
等
」
と
す
る
考
え
を
示
し
た

（「
砺
波
市
五
十
年
史
」

庄
川
町
長
は
、
同
月
十
三
日
の
町
議
会
本
会
議
で
、
従
来
ど
お
り
「
砺
波
市
を
中
心
と
し
た
人
ロ

一
0
万
人
の
広
域
的
な
都
市
形

注

成
を
望
む
」
と
し
な
が
ら
も
「
「南
砺
市
」
と
い
う
考
え
は
な
い
」
と
砺
波
市
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
発
言
を
し
た

（「
北
日
本

福
野
町
長
溝
口
進
は
、
同
月
十
三
日
の
町
議
会
本
会
議
で
「
基
本
は
砺
波
広
域
圏

一
0
市
町
村
」
と
し
な
が
ら
も
、
砺
波
市
長
の

発
言
を
受
け
て
「
必
ず
し
も

一
0
町
村
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
」
旨
の
考
え
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
「
東
砺
波
郡
八
町
村
の
間
で
ま
と

ま
っ
て
行
動
し
よ
う
と
申
し
合
わ
せ
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

（「
北
日
本
新
聞
」
平
成
十
四
年
九
月
十
三
日
付
け
）。

一
方
、
利
賀
村
長
は
、
同
月
十
九
日
の
村
議
会
の
提
案
理
由
説
明
で

「村
内
外
の
状
況
を
見
極
め
、
結
論
を
出
し
た
い
」
と
し
て
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慎
重
な
姿
勢
を
示
し
た

（「
村
会
議
事
録
」
）。

こ
こ
で
は

「南
砺
地
方
の
町
村
に
よ
る
新
市
」
の
意
で

「南
砺
市
」
と
表
現
し
た
も
の
。
新
市
の
名
称
が
南
砺
市
と
決
定
し
た
の
は
翌
十
五

年
で
あ
る
。

同
月
末
の

二
十
七
日
に
は
、
前
記
の
と
お
り
合
併
協
議
会
準
備
会
の
第
五
回
目
の
会
議
が
あ
り
、
枠
組
み
が
決
定

し
な
い
限
り
協
議
が
前
進
し
な
い
旨
が
報
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
翌
月
に
入
る
と
、
砺
波
市
長
が
そ
の
枠
組
み

砺
波
市
長
は
、
砺
波
市
、
庄

川
•

井
波

・

福
野
町
、
利
賀
村
の
五
市
町
村
で
の
合
併
を
目
指
し
、
十
月

二
日
に
自
身
が
井
波

•

福

野
町
長
を
訪
ね
、
庄
川
町

・
利
賀
村
に
は
野
村
助
役
を
派
遣
し
て
「
合
併
の
方
式
は
新
設

・
対
等
」
、
「
新
市
の
名
称
は
砺
波
市
」
、

「
合
併
の
時
期
は
十
六
年
十
二
月
」
、
「
新
市
の
庁
舎
は
砺
波
市
」
と
い
う
基
本
四
項
目
を
示
し
て
合
併
協
議
会
の
設
立
を
呼
び
掛
け

た
。
こ
れ
に
対
し
、
関
係
町
村
か
ら
次
々
と
反
対
の
動
き
が
起
こ
っ
た
。

東
砺
波
郡
八
町
村
の
首
長
で
構
成
す
る
東
砺
波
郡
町
村
連
絡
協
議
会
は
、
十
月
九
日
、
十
日
の
両
日
に
会
議
を
開
き
、
「
砺
波
広

域
圏
を
割
る
合
併
は
避
け
た
い
」
と
し
て
八
町
村
が

一
致
団
結
し
て
対
応
し
て
い
く
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た

（「
北
日
本
新
聞
」
平
成

砺
波
広
域
圏
内
の
砺
波
市
を
除
く
九
町
村

（東
砺
波
郡
八
町
村
に
西
砺
波
郡
福
光
町
が
加
わ
る
）
の
議
会
で
は
、
同
月
十
八
日
に
議
長

と
ほ
か
の
議
貝
の
二
人
ず
つ
が
参
加
し
て
砺
波
広
域
圏
町
村
議
会
合
併
委
員
会
を
組
織
し
、

指
す
こ
と
を
確
認
し
、

二
十
二
日
に
砺
波
市
議
会
に
対
し
要
望
書
を
提
出
し
た

（「
北
日
本
新
聞
」
平
成
十
四
年
十
月
十
九
日
、

二
十
三

十
月
末
に
は
、
砺
波
広
域
圏
内
の
県
議
五
人
、
河
合
常
則

・
北
島
秀

一
郎

・
上
田
信
雅

・
米
原
蕃

・
山
辺
美
嗣
が
「
広
域
圏
を
割

日
付
け
）
。

十
四
年
十
月
十

一
日
付
け
）。

決
定
の
た
め
に
動
き
始
め
た
。

動
き
出
し
た

枠

組

み

注

一
致
団
結
し
て

一
0
町
村
の
合
併
を
目
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十

一
月
十
九
日
に
は
九
町
村
の
首
長
と
砺
波
広
域
圏
内
の
県
議
五
人
が
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
町
村
長
協
議
会
を
設
立
し
、
福
野

町
長
が
代
表
に
選
任
さ
れ
た
。
同
協
議
会

一
行
は
同
月
二
十
二
日
午
前
に
砺
波
市
役
所
を
訪
れ
、
市
長
に
方
針
変
更
を
申
し
入
れ

た
。
ま
た
、
同
協
議
会
は
同
日
午
後
に
県
庁
に
お
も
む
き
、
中
沖
豊
富
山
県
知
事
に
も
助
言
を
依
頼
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
同
月
二

十
九
日
、
県
の
大
永
尚
武
副
知
事
が
砺
波
市
を
訪
れ
、
市
長
に
対
し
「
広
域
圏

一
0
町
村
で
の
合
併
が
望
ま
し
い
」
と
申
し
入
れ
た

が
、
砺
波
市
長
は
「
す
で
に
市
民
の
同
意
を
得
て
い
る
」
な
ど
と
答
え
て
事
実
上
拒
否
し
た
（
「
砺
波
市
五
十
年
史
」

こ
の
よ
う
に
、
平
成
十
四
年
十
月
か
ら
十

一
月
に
か
け
て
、
関
係
町
村
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
駆
使
し
て
砺
波
市
長
に
方
針
変
更
を

申
し
入
れ
た
が
、
市
長
の
意
思
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

十
二
月
二
日
に
開
催
さ
れ
た
砺
波
市
議
会
市
町
村
合
併
特
別
委
員
会
で
は
、
砺
波
市
長
の
方
針
が
正
式
に
同
意
さ
れ
、
翌
三
日
に

は
庄
川
町
が
砺
波
市
と
の
合
併
に
同
意
す
る
旨
を
表
明
し
た
の
で

（文
行
に
よ
る
正
式
回
答
は
同
月
十
二
日
）、
残
る
八
町
村
は
新
た
な

対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

十
二
月
五
日
、
砺
波
市
助
役
は
合
併
を
呼
び
掛
け
た
福
野
町
・
井
波
町

・
利
賀
村
を
訪
れ
、
十
日
ま
で
の
返
答
を
申
し
入
れ
た
。

い
ず
れ
の
町
村
長
も
「
住
民

・
議
会
に
相
談
す
る
必
要
が
あ
り
、
十
日
に
は
結
論
を
出
せ
な
い
」
と
し
て
月
末
ま
で
に
は
返
答
す
る

旨
を
伝
え
た
。

前
月
に
九
町
村
で
設
立
し
た
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
町
村
長
協
議
会
は
、
砺
波
市
と
庄
川
町
の
方
針
決
定
を
受
け
て
解
散
し
、
十

二
月
十
日
、
第

一
回
の
「
八
町
村
に
よ
る
首
長
懇
談
会
」
が
開
催
さ
れ
、
対
応
が
協
議
さ
れ
た
。

十
二
月
十
二
日
、
福
野
町
長
は
八
町
村
で
の
合
併
を
目
指
す
こ
と
を
表
明
し
、
翌
十
三
日
に
は
福
光
町
長
桃
野
忠
義
・
城
端
町
長

し
た
。

一
七
四
究
）
。

る
合
併
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
合
併
に
関
す
る
考
え
方
を
ま
と
め
、
連
名
で
圏
内

一
0
市
町
村
の
三
役
、
議
員
ら
に
配
布
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表 9-4

砺波地域の合併取り組み

地方交付税額の推移 単位：百万円、％

年度
歳入予尊総額 地方交付税予鉢額

比率
金額 13年度比 金額 13年度比

平成12年度 2,832 98.0 1,420 99.3 50.1 

13年度 2,890 100.0 1,430 100. 0 49.5 

14年度 2,600 90.0 1,270 88.8 48.8 

15年度 2,517 87.1 1,240 86. 7 49.3 

16年度 2,457 85.0 1,170 81. 8 47.6 

な
る
と
の
見
方
も
あ
り
、
今
後
も
段
階
的
な
減
額
が
予
想
さ
れ
た
。

一
連
の
動
き
は
逐

一
新
聞
で
報
道
さ
れ
、
庄
川
町
以
外
は
呼
び
掛
け
に
応
じ
な
い
こ
と
が
事
前
に
推
測
さ
れ
て
い
た
た
め
、
十
二

日
に
開
催
さ
れ
た
庄
川
町
の
市
町
村
合
併
懇
談
会
で
は
「
二
市
町
だ
け
の
合
併
で
は
吸
収
合
併
と
同
じ
」
な
ど
と
危
惧
す
る
意
見
が

相
次
い
だ
。
そ
の
た
め
、
庄
川
町
議
会
と
砺
波
市
議
会
の
正
副
議
長
が
翌
日
か
ら
十
六
日
に
か
け
て
福
野
町
・
井
波
町
・
利
賀
村
を

訪
れ
、
砺
波
市
の
呼
び
掛
け
に
応
ず
る
よ
う
申
し
入
れ
る

一
幕
も
あ
っ
た
。

合
併
論
議
が
起
こ
っ
て
以
来
、
利
賀
村
役
場
に
は
村
内
外
か
ら
多
く
の
声
が
寄
せ

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
大
部
分
は
、
こ
れ
ま
で
の
独
自
の
村
づ
く
り
を
高
く
評
価

し
、
「
合
併
を
避
け
て
利
賀
村
の
独
自
性
を
保
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を

受
け
て
、
村
当
局
は
「
合
併
し
な
い
」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
懸
命
に
探
っ
て
き
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
平
成
十
三
年
度
に
打
ち
出
さ
れ
た
地
方
交
付
税
の
段
階
補
正
(

1

0

五
三
吋

参
照
）
見
直
し
の
方
針
案
は
、
村
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
と
な
っ
た
。
補
正
係
数
は
全
体
の
平
均
を

も
と
に
算
定
さ
れ
て
い
た
が
、
「
小
規
模
団
体
に
あ
っ
て
も
合
理
的

・
効
率
的
に
行
財
政
運
営
を
行

な
っ
て
い
る
地
方
団
体
も
あ
る
」
と
し
て
、
「
よ
り
効
率
的
な
財
政
運
営
を
行
な
っ
て
い
る
上
位
三

分
の

二
の
団
体
の
平
均
を
基
礎
」
に
算
定
す
る
方
向
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
翌
十
四
年
度
の
利
賀
村
の
地
方
交
付
税
額
は
、
表
9
_
4
の
と
お
り

一
割
以
上
の
大
幅

な
減
額
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

決

断

の

時

い
ず
れ
は
人
口
四
、

0
0
0
人
以
下
の
町
村
の
補
正
係
数
が
一
律
に

仮
に
合
併
し
な
い
道
を
選
ん
だ
と
し
て
、
数
年
後
に
財
政
的
に
行
き
詰
ま
っ
て
か
ら
編
入
合
併
を

岩
田
忠
正
•
井
口
村
長
伊
東
浩
も
こ
れ
に
同
意
す
る
旨
を
表
明
し
た
。
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と、 が
近
づ
い
て
い
た
。

求
め
て
も
、
合
併
特
例
法
に
よ
る
優
遇
措
置
が
な
い
た
め
に
周
辺
町
村
が
快
く
受
け
入
れ
て
く
れ
る
と
は
思
え
な
い
。
最
終
的
な
決

断
は
、
合
併
協
議
会
で
の
協
議
後
、
合
併
調
印
の
と
き
ま
で
で
よ
か
っ
た
が
、
途
中
で
協
議
会
を
脱
退
す
る
こ
と
は
、

ほ
か
の
町
村

に
多
大
な
迷
惑
を
か
け
、
信
頼
を
失
う
行
為
で
あ
り
、
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
後
に
県
下
で
は
、
合
併
協
議
会
で
の
協
議
が
物
別
れ

に
終
っ
て
合
併
を
中
止
し
た
例
や
、
住
民
の
反
対
運
動
が
起
こ
っ
て
協
議
会
が
混
乱
し
た
例
も
出
た
）。

合
~
す
る
か
し
な
い
か
、
決
断
の
時

村
は
こ
の
年
（
平
成
十
四
年
）
、
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
村
内
一

0
ヵ
所
で
「
地
区
合
併
懇
談
会
」
を
開
催
し
、
合
併
に
関
す
る

情
報
を
村
民
に
開
示
し
て
意
見
を
求
め
た
。
大
半
の
村
民
は
「
引
き
続
き
合
併
し
な
い
方
向
性
を
模
索
さ
れ
た
い
」
と
し
な
が
ら

も
、
厳
し
い
財
源
見
通
し
に
理
解
を
寄
せ
、
最
終
的
に
は
村
長
と
議
会
の
決
定
に
委
ね
る
意
向
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
利
賀
村
長
は
、
村
議
会
や
有
識
者
と
懇
談
を
重
ね
た
上
で
、
九
月
の
議
会
前
に
は
砺
波
地
域

一
0
市
町
村
で
の
合
併
の
方

針
を
ほ
ぼ
固
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
砺
波
市
長
の
発
言
の
後
は
、

1
0
市
町
村
で
の
合
併
に
向
け
て
ほ
か
の
町
村
長
と
と
も
に
砺

波
市
長
に
方
針
変
更
を
申
し
入
れ
た
。
十
二
月
に
入
り
、
砺
波
市
長
の
方
針
が
市
議
会
で
同
意
さ
れ
、
庄
川
町
が
同
意
を
公
表
す
る

1
0
市
町
村
で
の
合
併
の
道
は
事
実
上
閉
ざ
さ
れ
、
利
賀
村
の
選
択
肢
は
砺
波
市
と
合
併
す
る
か
、
も
し
く
は
砺
波
地
域
八
町

村
で
合
併
す
る
か
の
二
つ
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
砺
波
市
と
合
併
す
る
場
合
は
、
福
野

•

井
波
町
も
同
じ
行
動
を
取
っ
て
く
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
か
っ
た
が
、
両
町
は
八
町
村
で
の
合
併
に
向
け
て
動
い
て
い
た
。

十
月
か
ら
の
砺
波
市
長
の
方
針
表
明
は
、
結
果
と
し
て
八
町
村
の
首
長
の
連
帯
感
・
信
頼
感
を
強
め
て
い
っ
た
。
利
賀
村
長
は
、

こ
の
枠
組
み
で
な
ら
村
民
に
と
っ
て
希
望
の
も
て
る
将
来
像
を
描
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
確
信
し
、
村
議
会
や
、
村
議
会
議
員
経

験
者
で
組
織
す
る
利
賀
村
議
友
会
な
ど
と
も
協
議
し
た
上
で
、

八
町
村
で
の
合
併
を
目
指
す
意
向
を
固
め
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
枠
組
み
は
、
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
実
施
し
た
地
区
合
併
懇
談
会
の
後
に
新
た
に
起
こ
っ
た
構
想
で
あ
る
た
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合
併
任
意
協

議
会
の
設
立
第
四
節

弁
す
る
と
、
村
民
か
ら
異
論
は
出
な
か
っ
た
。

め
、
改
め
て
村
民
に
諮
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
村
は
十
二
月
十
四
、
十
五
の
両
日
に
村
内
五
地
区
で
「
合
併
に
関
す
る
懇
談
会
」

を
開
催
し
、
集
ま
っ
た
村
民
に
経
過
を
報
告
す
る
と
と
も
に
同
意
を
求
め
た
。

懇
談
会
で
は
「
村
民
の
日
常
生
活
の
上
で
、
現
在
は
砺
波
市
と
の
関
わ
り
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
砺
波
市
と
の
合
併
が
最
も
自
然

で
な
い
か
」
な
ど
の
意
見
も
あ
っ
た
が
、
村
長
が
「
現
在
ま
で
の
経
過
か
ら
み
て
、
砺
波
市
と
の
合
併
で
は
利
賀
村
の
要
望
が
な
か

な
か
通
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
八
町
村
で
の
合
併
な
ら
、
利
賀
村
の
要
望
も
親
身
に
な
っ
て
取
り
上
げ
て
も
ら
え
る
と
思
う
」
と
答

懇
談
会
で
の
意
見
を
踏
ま
え
、
利
賀
村
長
は
八
町
村
で
の
合
併
方
針
を
正
式
に
決
定
し
、
福
野
町
長
お
よ
び
井
波
町
長
清
都
邦
夫

と
と
も
に
十
七
日
に
砺
波
市
役
所
を
訪
れ
、
呼
び
掛
け
に
応
じ
な
い
こ
と
を
伝
え
た
。

一
方
、
平
村
長
中
村
義
則

・
上
平
村
長
岩
瀬
幹
夫
も
、
十
七
日
の
村
議
会
で
八
町
村
で
の
合
併
方
針
を
表
明
し
、
こ
こ
に
砺
波
広

域
圏
内
で
は
八
町
村
と
二
市
町
が
そ
れ
ぞ
れ
に
合
併
す
る
こ
と
で
枠
組
み
が
固
ま
っ
た
。

南
砺
市
の
設
立

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
、
井
波
町
役
場
で
県
内
の
ト
ッ
プ
を
切
っ
て
「
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
任
意
協
議

会
」
の
設
立
調
印
式
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、

二
十
六
日
に
は
「
砺
波
市

・
庄
川
町
任
意
合
併
協
議
会
」
が
発
足

し
、
砺
波
広
域
圏
は
二
つ
の
市
の
設
立
に
向
け
て
動
き
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

砺
波
地
域
市
町
村
合
併
任
意
協
議
会
は
、
各
町
か
ら
二
人
、
各
村
か
ら

一
人
の
職
員
を
派
逍
し
、
翌
十
五
年

一
月
六
日
、
井
波
町

彫
刻
伝
統
産
業
会
館
に
事
務
局
を
開
設
し
た
。
任
意
協
議
会
で
は
、
法
定
合
併
協
議
会
の
設
立
に
向
け
て
三
回
の
会
議
を
開
催
し
、
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第9章 利賀村から南砺市へ

れ
た
。

準
備
を
す
す
め
た
。

一
方
、
関
係
町
村
の
議
会
は
、

三
月
議
会
で
法
定
協
議
会
設
置
議
案
を
可
決
し
た
。

平
成
十
五
年
度
初
日
の
四
月

一
日
、
法
定
合
併
協
議
会
「
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
協
議
会
」
が
発
足
、
井
波
町
総

合
文
化
セ
ン
タ
ー
で
初
会
合
が
開
か
れ
た
。
協
議
会
の
委
員
は
、
各
町
村
と
も
首
長

・
議
長

（利
賀
村
は
十
六
年
四

月
ま
で
堀
元
繁
、
そ
の
後
は
野
原
彬
孝
）
と
学
識
経
験
者
二
人

（利
賀
村
か
ら
は
中
河
展
と
高
田
芳
子
を
選
出
）
の
計
四
人
、
こ
れ
に
富
山

県
市
町
村
課
長
酒
井
三
郎
を
加
え
た
三
三
人
で
構
成
さ
れ
、
会
長
に
井
波
町
長
、
副
会
長
に
城
端
町
長
と
利
賀
村
長
が
就
任
し
た
。

な
お
、
同
月
二
十
二
日
に
統

一
地
方
選
挙
が
告
示
さ
れ
、
関
係
八
町
村
で
は
山
本
勝
徳
が
上
平
村
長
に
就
任
し
、
そ
の
ほ
か
の
町
村

合
併
協
議
会
事
務
局
で
は
、
図
9
1
3
の
と
お
り
各
町
村
の
担
当
課
長
で

一
0
の
専
門
部
会
、
担
当
係
長
で

二
八
の
分
科
会
を
つ

く
っ
た
。
専
門
部
会
と
分
科
会
の
担
当
者
た
ち
は
、
通
常
の
町
村
事
務
と
並
行
し
て
、
八
町
村
の
行
政
事
務
の
比
較

・
検
討
な
ど
を

進
め
て
新
市
で
の
行
政
事
務
の

一
元
化
を
図
り
、
協
議
案
を
作
成
し
て
協
議
会
に
諮
っ
た
。
こ
れ
ら
の
協
議
事
項
は
、
大
項
目
だ
け

で
も
後
述
の
と
お
り
二
五
に
わ
た
り
、
細
部
の
項
目
で
は
数
千
を
数
え
る
膨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。

合
併
協
議
会
で
は
、
第

一
回
目
に
任
意
協
議
会
で
申
し
合
わ
せ
た
「
合
併
協
議
項
目
の
確
認
」
「
合
併
の
方
式
」
「
合
併
の
期
日
」

「
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
」
の
基
本
四
項
目
な
ど
を
確
認
し
、
以
後
平
成
十
五
年
度
中
に
計

―
二

回
の
会
議
を
開
い
て
そ
の

他
の
協
議
項
目
を
確
認
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
協
議
の
内
容
な
ど
は
、
任
意
協
議
会
事
務
所
開
設
の
平
成
十
五
年

一
月
か
ら
毎
月
発

行
さ
れ
た

「協
議
会
だ
よ
り
j
と
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
逐

一
公
開
さ
れ
、
住
民
の
声
を
最
大
限
に
取
り
入
れ
る
努
力
も
払
わ

こ
う
し
て
、
翌
十
六
年
三
月
七
日
の
第

―二
回
合
併
協
議
会
で
す
べ
て
の
協
議
項
目
の
確
認
が
終
了
し
た
。

長
は
再
選
さ
れ
た
。

法

定

合

併

協

議

会
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第 4節 南砺市の設立

砺波地域市町村合併協議会

首長(8名）
議長(8名）

学識経験者(8X2名）

富山県市町村課長

小委員会
•新市名称候補選考小委員会
協議会委員 4名
学識経験者 4名

会
議
資
料
と
し
て
の

四
査
状
況
・
結
果
要
求

調
整
・
報
告

料付
等議
の事
提案
出・

息
・協議会会議の議案調整

・協議会運営の総合調整等
•各種スケジュール調整
・専門部会調整 等

幹事会
助役(8名）

合併担当課長(8名

調
整
・
報
告

分科会
担当係長

＿
電
算
部
会
＿

＿
病
院
部
会
＿

・調整項目の取りまとめ
・調整原案の取りまとめ
・分科会調整 等

総務 地域交通 健康 下水道
人事 消防 国保・年金学校教育
選挙 税務 農林水産社会教育
財政・管財住民 商工観光社会体育
出納 環境衛生 建設 議会事務局
広報 社会・高齢福祉都市計画病院
企画・情報障害・児童福祉水道 電算

・目整原案の作成

図9-3 砺波地域市町村合併協議会組織体系図
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第9章 利賀村から南砺市へ

ー

合
併
の
方
式
に
は
、
編
入
合
併
と
新
設

（対
等
）
合
併
が
あ
る
。

合
併
の
方
式

数
字
は
表
9ー

5
1
1
.
2
の
項
目
番
号
に
対
応
さ
せ
た
。 比
較
的
円
滑
に
合
併
協
定
に
至
っ
た
と
い
え
よ
う
。

9
_
5
_
1
.
2
の
と
お
り
で
あ
る
。
総
じ
て
い
え
ば
、
八

図9-4

四
月
三
日
に
調
印
さ
れ
た
合
併
協
定
書
の
主
な
内
容
は
表

席
し
た
（
「北
日
本
新
聞
」
平
成
十
六
年
四
月
四
日
付
け
）。

合併調印式

招
待
さ
れ
た
八
町
村
の
四
役
や
議
員
、
自
治
振
興
会
長
ら
約
六
七

0
人
が
出

名
候
補
選
定
小
委
員
長
を
務
め
た
河
田
北
日
本
新
聞
社
常
務
ら
を
は
じ
め
、

平
成
十
六
年
四
月
三
日
、
井
波
町
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
で

八
町
村
の
首
長
が
合
併
協
定
書
に
調
印
し
た
。

調
印
式
に
は
立
会
人
の
合
併
協
議
会
委
員
二
五
人
、
来
賓
の
大
永
副
知
事

則
、
北
島
秀

一
郎
、
山
辺
美
嗣
の
三
県
議
、
梅
沢
北
日
本
新
聞
社
長
、
新
市

合
併
協
定
書

町
村
は
互
い
の
状
況
の
理
解
に
努
め
、
常
に
相
手
方
を
思
い
や
る
心
を
忘
れ

る
こ
と
な
く
調
整
に
取
り
組
ん
だ
。
事
務
的
な
作
業
は
膨
大
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
、
利
賀
村
民
の
関
心
が
深
か

っ
た
項
目
を
中
心
に
、
決
定
の
経
緯
な
ど
に
触
れ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
行
頭
の

編
入
合
併
は

一
般
に
人
口
規
模
に
著
し
い
差
が
あ
る
場
合
に
採
用
さ
れ
る
。
編
入
す
る
市
町
村
の
条
例
・
規
則
な
ど
が
適
用
さ
れ

（
知
事
代
理
）
、
綿
貫
民
輔
衆
院
議
員
、
野
上
浩
太
郎
参
院
議
員
、
河
合
常

合
併
調
印
と

議
決
・
申
請
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第 4節南砺市の設立

表9-5-1 合併協定書の項目と主な内容

区分 項 目 主な内容

盟i 
1合併の方式 新設（対等）合併とする。

2合併の期日 平成16年11月 1日とする。

3新市の名称 南砺市とする。

4新市の事務所の位骰
現行の町役場を分庁舎とし、村役場に行政セ
ンターを置く 。

目
5財産の取扱い 新市に引き継ぐ。

特 定数は当初34人、次回選挙から30人とする。

冒 6 議会の議貝の定数及び任期 当面は旧町村ごとの中選挙区制とし、利賀村の取扱い 選挙区の定員は当初 2人、次回から 1人とす
に る。

塁7農業委員会の委員の定数及 選挙による委貝の定数は20人とし、井波町・
さ び任期の取扱い 利賀村の選挙区で4人を定数とする。
れ

8町村で差異のある税制について、税率．納
て 8地方税の取扱い
し‘ 期などを統一する。

畠悶
， 一般職の職貝の身分の取扱 8町村の職員を新市に引き継ぐ。定員や処遇
し‘ などについて適正化を図る。

10 地域審議会の取扱い 合併即の町村ごとに地域審議会を設置する。
目 11 新市建設計画 「新市合併まちづくり計画」のとおりとする。

12 特別職の身分の取扱い
法令または 8町村の長の協議によるものとす
る。

13 条例、規則等の取扱い
合併協議会の確認に基づき、即時制定、逐次

制定などに区分して整備する。

地方分権や新たな行政課題に迅速に対応でき

14 事務組織及び機構の取扱い る組織 ・機構などを基本として合併までに調
整する。

15 一部事務組合等の取扱い
現行町村は合併前日に脱会し、合併の日に南
砺市として加入する。

そ
使用料、手数料等の取扱い

保育料 ・水道料・下水道料などは原則として
の 16 

統一する。

闊
17 公共的団体等の取扱い

新市の一体性の確立のため統合整備について

i 晋
調整に務める。

18 補助金、交付金等の取扱い 新市域全体の均衡を保つよう調整する。

19 町名・字名の取扱い 町名・字名は原則として従前のとおりとする。

20 行政連絡機構の取扱い
行政区の名称、区域、組織および業務は現行

のとおりとする。

21 伯行の取扱い
市章、市の花・木、市民憲章などは新たに制

定する。姉妹都市などは新市に引き継ぐ。

22 国民健康保険事業の取扱い
8町村で差異のある事業ついて、支給金など
を統一する。

23 消防団の取扱い
消防団は合併時に統合し、団員は新市に引き
継ぐ。

24 電算システムの取扱い 各町村の電算システムは合併時に統合する。

25 各種事務事業の取扱い 表 9-5-2のとおり
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第9章 利賀村から南砺市へ

表9-5-2 合併協定杏の項目と主な内容(「25．各種事務事業の取り扱い」分）

項 目 主な内容

総務 ・企画関係事業
選挙の投票区は、当面は現行のとおりとし、開票

25-1 
の取り扱い

区は選挙区ごととする。公営バスは、当面、現行

のとおりとする。

25-2 
住民 ・税務関係事業 確定申告納税相談、戸籍関係業務などは行政セン

の取り扱い ターで行うものとする。

25-3 
健康 • 福祉関係事業 保育所（園）については合併時に「保育園」に統

の取り扱い ーする。

25-4 
産業・経済関係事業 観光イベント等については、現行のとおり継続す

の取り扱い る。

建設関係事業の取り
町村道は新市に引き継ぐものとする。機械除雷の

25-5 
扱い

路線、出動基準は現行のとおり新市に引き継ぐも

のとする。

25-6 
上下水道関係事業の 関係事業計画は、新市においてすみやかに策定す

取り扱い る。

小中学校の通学区域 ・スクールバスの運行 ・海外

25-7 
教育関係事業の取り 派遣事業は現行のとおりとする。社会事業 ・芸術

扱い 文化事業は、現行のとおり新市に引き継ぐものと

する。

25-8 
議会関係事業の取り

各委員会については、新市において定める。
扱い

25-9 
病院関係事業の取り 病院および診療所の業務 ・診療体制については、

扱い 新市に引き継ぐものとする。

俎勾関係事業の取り
住民基本台帳カードについては、多目的利用を推

25-10 
扱い

進する。また、電子申請等に対応したシステムを

新市において構築する。

を
目
標
と
す
る
」
と
さ
れ
、
以
後
は
こ
れ

任
意
協
議
会
で
「
同
十
六
年
十

一
月

一
日

が
、
同
十
五
年
二
月
五
日
開
催
の
第
二
回

平
成
十
七
年
三
月
を
目
標
と
し
て
い
た

当
初
は
合
併
特
例
債
適
用
期
限
と
な
る

2
 
合
併
の
期
日

こ
。
f
 
大
前
提
と
し
て
調
整
が
進
め
ら
れ
て
き

み
決
定
以
前
か
ら
新
設
（
対
等
）
合
併
を

た
町
村
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
枠
組

い
。
新
市
域
で
は
、
人
口
規
模
の
突
出
し

体
化
を
図
る
た
め
、
事
務
屈
は
膨
大
と
な

る
が
、
住
民
の
要
望
は
反
映
さ
れ
や
す

ら
ゆ
る
項
目
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て

一
方
、
新
設
（
対
等
）
合
併
で
は
、
あ

望
は
反
映
さ
れ
に
く
い
。

が
、
反
面
、
編
入
さ
れ
る
側
の
住
民
の
要

る
た
め
協
議
す
べ
き
事
項
は
少
な
く
な
る
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第4節 南砺市の設立

6
議
会
の
議
員
の
定
数
お
よ
び
任
期
の
取
扱
い

と
に
よ
り
、
市
域
の
全
体
的
な
発
展
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

る
。

4
 

新
市
の
名
称

法
定
協
議
会
発
足
の
平
成
十
五
年
四
月

一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
新
市
名
を
公
募
し
た
と
こ
ろ
、

全
国
か
ら
五
、
六
九
九
通
、

二
、
七
五
二
種
類
の
応
募
が
あ

っ
た
。
こ
の
中
か
ら
新
市
名
候
補
選
考
小
委
員
会
で
越
南
市
・
光
南
市
・
南
砺
市
・
八
乙
女
市
の
四

案
を
絞
り
込
み
、
同
年
八
月
二
日
の
合
併
協
議
会
で
委
員
の
投
票
に
よ
り
、
南
砺
市
と
決
定
し
た
。
な
お
「
南
砺
市
」
を
提
案
し
た

応
募
者
は
複
数
あ
り
、
抽
選
で
坂
上
の
中
島
英
夫
が
「
名
付
け
親
大
賞
」
を
受
賞
し
た
。

新
市
の
事
務
所
の
位
置

新
庁
舎
は
建
設
せ
ず
、
四
つ
の
町
役
場
を
「
分
庁
舎
」
と
す
る
ク
ラ
ス
タ
ー
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。
各
町
の
役
場
は
、
原
則
と
し

て

一
階
が
住
民
の
窓
口
と
な
る
行
政
セ
ン
タ
ー
に
な
り
、

二
階
に
企
画
総
務

（福
野
庁
舎
）
・
民
生
お
よ
び
教
育

（井
波
庁
舎）

・
産
業

経
済

（城
端
庁
舎
）
・
議
会
お
よ
び
建
設

（福
光
庁
舎
）
の
各
部
が
置
か
れ
る
。
ま
た
、
村
役
場
に
は
行
政
セ
ン
タ
ー
の
み
が
置
か
れ

ク
ラ
ス
タ
ー
方
式
の
採
用
は
任
意
協
議
会
設
立
以
前
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
市
域
内
に
核
と
な
る
施
設
を
複
数
置
く
こ

合
併
特
例
法
に
よ
っ
て
町
村
議
員
が
合
併
後
二
年
ま
で
在
任
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
比
較
的
早
い
段
階
で
こ
の
規
定
は

適
用
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
た
。
残
る
問
題
は
議
員
の
選
出
方
法
で
あ
っ
た
。
新
市
の
人
口
は
六
万
人
と
想
定
さ
れ
、
人
口

一
、
0
0
0
人
足
ら
ず
の
利
賀
村
か
ら
は
市
議
会
議
員
を
出
せ
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
共
存
共
栄
の
精
神
か
ら

町
部
の
議
会
が
理
解
を
示
し
、
当
面
は
旧
町
村
ご
と
に
選
挙
区
を
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
利
賀
村
選
挙
区
の
定
員
は
、
合
併
後

3
 
に
合
わ
せ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
組
ま
れ
て
い

っ
た
。
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1
9
町
名
・
字
名
の
取
扱
い

性
お
よ
び
公
平
性
の
観
点
か
ら
調
整
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
な
っ
た
。

使
用
料
、
手
数
料
等
、
お
よ
び

こ
れ
ら
は
八
町
村
ご
と
に
ま
ち
ま
ち
の
対
応
で
あ
っ
た
が
、
使
用
料
、
手
数
料
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
「

一
体
性
確
保
の
原

則
」
お
よ
び
「
公
平
負
担
の
原
則
」
を
基
本
と
し
て
、
住
民
負
担
に
配
慮
し
、
可
能
な
限
り
統

一
に
努
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま

た
、
補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
経
緯
や
実
情
に
配
慮
し
、
新
市
に
お
い
て
公
共
的
必
要
性
・
有
効

各
自
治
体
は
、
新
市
の

一
体
感
の
た
め
、
合
併
後
に
旧
町
村
名
を
残
さ
な
い
と
の
基
本
方
針
で
住
民
の
意
見
を
集
約
し
て
お
り
、

利
賀
村
も
当
初
は
そ
の
方
針
に
従
う
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
村
民
か
ら
「
利
賀
の
地
名
が
消
え
る
の
は
残
念
」
と
い
う
声
が
相

次
ぎ
、
さ
ら
に
村
外
の
演
劇
フ
ァ
ン
な
ど
か
ら
「
海
外
で
も

T
og
a

16 

1
8
補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
扱
い

砺
波
広
域
圏
事
務
組
合
を
は
じ
め
と
す
る
広
域
事
務
組
合
は
、

15 

一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い

待
さ
れ
て
い
る
。

合
併
前
の
町
村
の
区
域
ご
と
に
地
域
審
議
会
を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
。
審
議
会
は

一
五
人
以
内
の
委
員
で
組
織
し
、
新
市
建
設
計

画
の
変
更
や
、
新
市
の
基
本
構
想
の
策
定
・
変
更
な
ど
に
関
す
る
市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
審
議
し
、
答
申
す
る
。
ま
た
、
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
審
議
し
、
市
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
て
、
住
民
の
声
を
市
政
に
反
映
さ
せ
る
手
段
と
し
て
期

1
0
地
域
審
議
会
の
取
扱
い

一
回
目
が
二
人
、

二
回
目
が

一
人
と
な
っ
て
い
る
。

Vi
l
l
a
g
e
 (利
賀
村
）
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
利
賀
村
の
名
を

一
部
廃
止
さ
れ
る
組
合
も
あ
っ
た
が
、
大
半
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
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調

印

後

の

動

き

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
た
。

八
町
村
で
実
施
し
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
は
多
数
に
上
る
が
、

い
ず
れ
も
現
行
の
と
お
り
継
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
平
成
十

五
年
か
ら
十
六
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
各
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
八
町
村
の
首
長
が
参
加
し
て
相
互
の
理
解
を
深
め
た
。

合
併
後
の
除
雪
体
制
は
、
利
賀
村
民
の
最
も
懸
念
す
る
事
項
の

一
っ
で
あ
っ
た
が
、
「
機
械
除
雪
の
路
線
、
出
動
基
準
は
現
行
の

平
成
十
六
年
四
月
三
日
の
合
併
調
印
後
、
十
四
日
に
は
八
町
村
で

一
斉
に
臨
時
議
会
を
開
き
、
「
八
町
村
を
廃
し
、

そ
の
区
域
を
も
っ
て
南
砺
市
を
設
置
す
る
こ
と

（富
山
県
知
事
に
申
請
す
る
こ
と
）
」
を
議
決
し
た
。
こ
の
議
決
を
受

25
|
5
建
設
関
係
事
業
の
取
扱
い

2
5
|
4
産
業
・
経
済
関
係
事
業
の
取
扱
い

2
3
消
防
団
の
取
扱
い

引
き
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。

残
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
と
い
っ
た
電
子
メ
ー
ル
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・
手
紙
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
十
五
年
十

一
月
八

日
の
第
八
回
合
併
協
議
会
で
利
賀
村
長
が
委
員
の
了
解
を
求
め
、
利
賀
村
域
に
限
り
、
現
行
の
大
字
の
前
に
「
利
賀
村
」
と
付
け
る

利
賀
村
は
東
京
都
武
蔵
野
市
・
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
デ
ル
フ
ィ
市
・
ネ
パ
ー
ル
王
国
ツ
ク
チ
ェ
村
と
姉
妹
都
市
盟
約
、
宮
崎
県
日
之

影
町
と
友
好
村
盟
約
、
大
韓
民
国
平
昌
郡
と
「
友
好
交
流
に
関
す
る
議
定
書
」
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
新
市
に

合
併
時
に
消
防
団
を
統
合
し
、
南
砺
市
消
防
団
を
結
成
す
る
。
八
町
村
の
消
防
団
は
方
面
団
と
な
り
、
南
砺
市
消
防
団
の
下
部
組

織
と
な
る
。

2
1
慣
行
の
取
扱
い

J
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
利
賀
の
大
字
は
「
利
賀
村
」
と
な
る
。
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利
賀
村
の

閉

村

式

日
に
議
決
さ
れ
、
同
日
付
け
知
事
に
よ
る
廃
置
分
合
の
処
分
が
あ
っ
た
。

同
月
、
知
事
か
ら
総
務
大
臣
に
廃
置
分
合
の
届
け
出
が
あ
り
、
七
月

一
日
、
総
務
大
臣
臨
時
代
理
に
よ
る
官
報
告
示
が
あ
っ
た
。

合
併
の
日
を
目
前
に
控
え
た
平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日
、
中
村
の
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
に
、
姉
妹
都
市
の
武
蔵

さ
と
し

野
市
長
土
屋
正
忠
、
友
好
町
村
の
宮
崎
県
日
之
影
町
長
工
藤
訓
を
は
じ
め
、
村
長
・
村
議
会
議
員
経
験
者
、
農
業

委
員
、
民
生
委
員
、
文
化
財
保
護
委
員
な
ど
多
数
が
招
か
れ
、
利
賀
村
の
閉
村
式
が
挙
行
さ
れ
た
。

式
典
で
は
、
武
蔵
野
市
長
土
屋
正
忠
と
舞
台
芸
術
財
団
演
劇
人
会
議
理
事
長
鈴
木
忠
志
に
名
誉
村
民
の
称
号
が
授
与
さ
れ
た
。
ま

た
、
村
政
上
に
功
績
の
あ
っ
た
人
々
に
自
治
功
労
賞
な
ど
が
送
ら
れ
た
。

利
賀
村
長
は
式
辞
で
、
先
人
の
労
苦
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
「
ふ
る
さ
と
の
美
し
い
山
河
と
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
も
た
＜

ま
し
く
活
路
を
開
く

「利
賀
魂
」
と
を
大
切
に
引
き
継
い
で
、
こ
れ
か
ら
は
新
市
の
融
和
と
振
興
の
た
め
に
共
に
力
を
合
わ
せ
て
ま

総
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
中
川
昭

0
総
務
省
告
示
第
五
百
十
九
号

市
町
村
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
、
東
磯
波
郡
城
端
町
、
同
郡
平
村
、
同
郡
上
平
村
、

同
郡
利
賀
村
、
同
郡
井
波
町
、
同
郡
井
口
村
、
同
郡
福
野
町
及
び
西

磯
波
郡
福
光
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
南
砺
市
を
設
置
す
る

旨
、
富
山
県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
十
六
年
十

一
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る

も
の
と
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月

一
日

六
月
七
日
、
知
事
は
県
議
会
に
廃
置
分
合
議
案
を
提
出
、
十
八

あ
っ
た
。

同
月
二
十
八
日
付
け
で
総
務
大
臣
か
ら
意
義
の
な
い
旨
の
回
答
が

翌
二
十

一
日
に
は
、
県
知
事
か
ら
総
務
大
臣
に
協
議
が
あ
り
、

す
る
」
こ
と
を
申
請
し
た
。

「
八
町
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
た
に
南
砺
市
を
設
置

四
月
二
十
日
に
は
、
八
町
村
長
の
連
名
で
富
山
県
知
事
に
対
し

け
、
翌
十
五
日
に
は
八
町
村
長
が
「
合
併
に
関
す
る
協
議
書
」
を

締
結
し
た
。
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利

賀

村

役

場

の

閉

庁

式

い
り
ま
す
」
と
述
べ
、
最
後
に
「
利
賀
村
、
あ
り
が
と
う
」
と
声
を
詰
ま
ら
せ
な
が
ら
、

ふ
る
さ
と
に
感
謝
の
言
葉
を
贈
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
午
後
五
時
、
利
賀
村
と
し
て
の
業
務
を
す
べ
て
終
え
、
村
三
役

・
村
議
会
議
員

・
村

教
育
委
員

・
役
場
職
員
が
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
の

一
室
に
渠
ま
っ
た
。

永
年
勤
続
の
職
員
が
表
彰
さ
れ
、
村
長

・
議
長

・
教
育
委
員
長
が
順
次
登
培
し
て
職
員
に
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
を
か
け
る
と
と
も
に
、

南
砺
市
の
発
展
に
向
け
て
全
力
で
取
り
組
む
よ
う
依
頼
し
た
。
職
員
は
す
で
に
新
市
内
各
部
所
へ
の
異
動
内
示
を
受
け
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
職
場
で
の
研
鐙
を
晋
っ
て
散
会
し
た
。
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